
朴

_
'浄

伽

資

料

本
邦
條
約
改
正

及
右
に

開
す
る

文
厳
に

付
て

本

邦
に

於

け

る

通

商

條
約
の

締
結

及

之

が

改
正

は

項

故

国
国
鉄

木
本

邦

に

於

け

訂

最
も

重

大

な

局

外
安

岡
題
と

な

り
､

之

に

手
を

着
け
た

る

幾
多

の

政

府
常
局

は
､

高
延

元
年

(

】

入

六

〇

年
)

一

二

月
三

日

安

政

五

箇
国
保

約

締
結
の

責
任

者
た

る

井
伊
大

老
が

模
田

門
漑

於
て

刺
穀
さ

れ
･た
る

を

始

め
と

し
､

明
治

開
園

後
に

於
て

初
め

て

之
が

改
正

を

試
み

た

る

明
治
四

年

岩
倉
特

使
の

欧

弟

既

達

ほ

不

幸

な
る

西

南
戦
争
の

国

因
と

な

㌔

共

役
寺

島

命
治
六

年

1
十

二

年
)

､

井
上

高
給

十

二

年

-
二

十

年
)

､

･
大

隈

(

塀

袷
二

■
二
年

-
二

年
)

簿
外
相
相
次
い

で

朝
野

忙

勃
襲

せ

る

條
釣

改
正

反

対

辞
の

麓
桂
冠

す
る

の

己
む

を

得
ぎ

る

に

至

り
.

し
の

み

な

ら

ず
､

大

隈

外

相
の

如
き

は

之

が

悠
爆
撃
を

受

伊
て

隻
㈲

を

失
ふ

た
｡

此
の

間
に

於

て
､

3M

泰
西

静
囲
の

本
邦
に

射

す
る

意
匠
は

漸
次

緩

和
せ

ら
れ

青
木

外
相
(

囁
溶

液
.
.′

∴

斜

二

十

二

年

-
四

年
)

に

よ

Ⅵ
■
列
国
と
の

間
に

殆

ど

封

等

倹
約
の

稀

薄

を

見

る

に

至

ら

ん
と

す
る

機
運
に

達

せ

し

も
､

明
治
二

十

四

年
五

月
十

一

日

爽

朝
の

蕗
囲
皇
太

子
に

一

巡

査
が

切
p

甘
け
た

る

大

津
事
件
勃
襲
の

麓

青
木

外
相

赤

井
の

聴
を

退

か

ざ
′る
を

得
ざ

る

に

至

つ

宅

次
に

立

ち

た

る

榎
本

外
相
時
代

(

塀

嬰
一

十

四

年

-
五

年
)

に

於
て

は

見
る

ぺ

き

邁

抄
無
く

､

明

準
一

十

五

年
八

月
八

日

伊
藤
内

閣
成
立

､

陸

展
外
相
就

任

に

よ

り

社
務

の

面

目

を

改
め
■､

明
治
二

十

七

年
七

月
十

六
日

前

外
相
駐
英
青
木

公

使
の

手
に

よ
.

Ⅵ

1

初
め

て

対

等

保
約

締
籍
の

目

的

が
達

せ

ら
れ

液
の

で

あ

る
｡

此
の

如
く

鍵

凍
本

邦
と

の

間
の

安
政

俵
約

改
正

に

閲
し

最
も

反
射

を

唱
へ

蘇
り

た

る

英

国
が

豹
産
し

て

本
邦
の

挽
案
に

應
ザ
る

に

至

り

た
る

主

因
は

西
比

利
亜

威

道
の

貫

通
に

よ

り

極
東
の

情
勢

】

蓼
封

霹
外
交

上
日

本
に

接

近
せ

ん
と

欲
す
る

に

至

り

た

る

が

麓
で

あ

る
｡

其

後
釆
固
を

始

め

鵜

傍
伊

蕗
喚
等
の

関
係

図
と

の

頂
に

條
約

改

正

を

完
了
せ

る

は
､

堺

彗
二

十

年
十

二

月
迄

も

か
ゝ

町

し

底
本
邦
最
初
の

国
定
開
聴

定

率
の

箕
施
は

嘲
治
三

十

二
足

二

月

言
H

､

陸

奥
静
條
瀞
の

箕
施
は

同

年
七

月
十
七

日

又
は

八

月
四

日

(

彿
喚

)

と

な

る

に

重
つ

た
の

で

あ

る
｡

而

し
て

陸

奥
諸
侯
紆

に

於
て

は

治

外
法

柊
の

撤
靡
に

主

力
を

牲
ぎ

所
謂
秩

構
の

回

復
は

撃
一

に

措

き

た

4 3 7



4
△

Ul

1

十
サ

.
･
準
..
野
菜
∵

寮
母

巻
ノ

隼
四

錬

る

に

付
､

着

陸

奥
條
約
の

満
期
日

た

る

明
治

四
十

四

年
七

月
十

六

日

又
は

八

月
三

日

に

於
･て

､

小

村
諸
侯
約
の

改
正

が

完
成

し

滋
に

本
邦
は

法

硬
､

稔

群
共

忙

克
仝

な
る

漸

辱
の

基
礎
の

下
に

列
国
と

の

倹
約

相
伴
が

塊
定
せ

ら

畠
ゝ

■忙
J

軍
つ

た
｡

∵

/

併
し

如
上

陸

奥
､

小

村
落
倹
約

に

於
て

は
､

安

政

諸
條
釣

上
の

偏

務

的

橙

楷
よ

り

脱

却

し
､

泰

西

諸
国
と

の

間
に

畢

に

完
全

な
る

封

等

保
約

を

締

結

す

る

を

骨

子
と

せ

る

が

故
に

海
外
に

進
展

し

行
く

本
邦
臣

民

食
物

､

舶

舶
の

保
護
助

長
に

暫

し
て

は
､

其
の

意
を

加
ふ

る

こ

と

が

充
分
で

な
か

つ

た
｡

俄
雨

欧

洲
大

戦
中

大
正

七

年

厚

内
閣
に

於

け
る

内
田

外
相

(

大
正

七

卑
-
十

二

年
)

に

よ

り

戦
時

戦
後
條
約
改

正

方
針

が

決

定
せ

ら

れ
､

本

邦

は

所
謂
通
商

自
由

主

義
の

下

に

世

界
の

各
方

面

に

射

し
､

本
邦

移

民
の

入

園
､

商
品
の

輸
出

増
邁

及

舶

舶
の

蓮

田

を

計

ら

ん

が

麓

諸
侯
約

が

締
結

改

正
せ

ら

れ
､

本

邦
封

外
経
済
は

世

界
列

国
中

稀
有
の

聾

展

を

遮

ぐ
る

に

至

っ

た

の

で

あ
る

｡

飴

る

に

昭

和

四

年

世

界
恐

慌
以

後
､

列

国
は

各
･
エ

コ

ノ

､

､

､

ッ

ク

･

ナ

シ

.ヨ

ナ

タ

ズ

ム

の

下
に
､

保
護
制

限
主

義
を

採
用

す
る

に

至

り

し

に

付
､

昭

和
八

年
日

印

條
約

庫
裏
を

実
弟
と

し

て

本

邦
は

通

商
政

策

上
一

韓
国
を

爽
た

す
の

僚
俵
な

き

に

至

り
､

璽

九

年

四

月
七

日

通
商

擁

護

法
の

欄
定

と

な

甲
､

互

恵
的
通
商
自

由

主

義
の

下

に

加
奈
陀

､

渡
洲
其
他

の

諸

国
と

の

間
に

諸
侯
約
が

締

結
せ

ら

れ

た

る
ノ

も

兼

好
充

分

其
の

目

的
を

蓮
せ

ぎ
る

に

尭
だ

ち

昭

和
十

二

年
七

月
支

部

事
欒
勃
襲

.
し

漸
次
互

恵
主

義

▲
呵

餞
′

卜
の

下

に

貿

易
統

甲
王

義
を

採

用

す
る

の

億

儀
な

き

に

至

り
､

更

に

昭

和

十

四

年

九

月
鱒
二

次

欧

洲
大

戦
勃
襲

､

昭

和
十

五

年
九

月
日

鵜

伊
三

園

條
蹄

の

締
頼
に

よ

り

大

東
亜

井
菜
館
の

建
設

を
自
助
と

す

る

ブ

ロ

ッ

ク

由
互

意

統
嘲
主

義
を

線
用

す
る

に

至

ウ
一

た
｡

一

_

こ

如
新

体
約

改

正
の

歴

史

は
､

之

を

封

内
的
に

見

れ

ば

本

邦
開
園
以

殊
の

外
交

及

野

外
経

済
聾

廃

史

上

最
も

重

大

な

る

関
係

を

有

す

る

も

の

な
る

が

更

に
一

歩
を

進
め

之

を

対

外
的
に

見

れ

ぼ
､

日

本

か
安

政

條
約
の

橙
括
よ

り

脱

し

泰

西

諸

国
と

対

等

條
約
の

基
礎
の

上

に

世

界
列

国
に

比

類

な

き

聾

展

を

途
げ

得
た

る

こ

と

は
､

世

界
民

族
の

文

化
聾

展

史

上

に

於

け

る

停

戦

で

あ
る

｡

日

本
が

先
進

泰

西
諸

国
と

の

間
に

完
全

な

る

対

等

健
約
を

締

結

し

得
た

る

こ

と

は
､

放
て

右

日

本
の

為

す

と

こ

ろ

に

倣

ひ

蕗

細

亜
､

阿

弗

利

加
に

於

け

る

蔑
多
他
の

治

外
法

擢
被

束
縛

囲
が

其
の

片

務

的

束
縛
よ

り

脱

す
る

と

こ

ろ

と

成
つ

た

の

で

あ

る
｡

即
ち

土

耳

其
は

大

正

十

二

年
の

ロ

ー

ザ

ン

ヌ

催
約
の

締
結
に

よ

り
､

邁

羅
は

大

正

十

三

年
の

交

日

本
､

英
､

彿
､

蘭
等
と

の

條
約
改

正

よ

り
､

イ

ラ

ン

は

昭

和
三

年

頃

英

国
日

本

其

他
.

と

の

健
瀞
改

正

又

は

締

結

に

よ

り
､

又

蒲
洲

園
は

昭

和
十

一

年
日

本
と

の

條
約
の

締
結

に

よ

り

何

れ

も

治

外
法

権
を

撤
廃
し

､

最
後
に

麺
つ

た

支

部

も

客

年
十
一

月
日

本

は

南
京
困
民

政

府
政

樺
と
の

開
に

締

結
せ

る

基
本

條

･

咽
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址

町

虹
町
.

約

俸
七

條
に

よ

り

治

外
法

権
撒
靡
が

約
せ

ら

れ

た
の

で

あ

る
｡

三

上

記
の

如
く

本

邦
條
約
■
改
正

問
題
は

､

本

邦
に

於

け
る

外
交
及

封

外
通

商
政

策
史

及

世

界
文

化

史

上

よ

り

見
て

甚
だ

重

要

な
る

鴇

の

な
■る
に

拘
ら

ず
､

之

が

折

究

は

比

較
的

筍
且
に

付
せ

ら

れ
､

右
に

関
す
る

文

献
も

飴
り

多
く

な
い

｡

其
の

理

由

は

本

邦
に

探
り

尊
重

大

な

る

外
交

問
題
に

関
す
る

が

篤
､

右

に

閲
す

る
一

切
の

賓
料
は

徒

衆

外
務
省
に

於
て

蕨
密
に

付
せ

ら

れ
､

,
公

表

せ

ら

れ

た

る

も
の

甚
だ

少
な

き

が

怠
で

あ

る
｡

尤

も

右

に

関
す

る

資
料
中

頃
清

閑
図
南
の

も

の

は
､

暮
府
に

於
け

る

著
書
取

詞
局

に

於
て

牧

裁
の

も

の

が
､

明
治

政

府
以

後

外
務

省
に

引

継
が

れ
､

復
交

部
省
に

於
て

維
新
薬
科
編
纂
局
の

設

け
ら

る

ゝ

に

至

り
､

之
に

移
管
せ

ら

れ
た

る

が
､

維

新
薬
科
編

集
局
に

於
て

は
､

既
に

昭

称
十

四

年
三

月

以

降
右

資
料

等

を

参
考

し
､

｢

維

新
史
+

第
一

巻

及

第
二

巻
及

｢

大
日

本
維

新
資
料
+

十

巻
を
公

刊

し
､

右

｢

社

薪
史
+

中

に

は

安

政
五

箇
囲
條
約

締
薄

蘭

後
に

於

け

る

尊
慮
を

詳
記

し

居

る
｡

加
之

安

政

健
約

締

結
の

経
緯
に

何
て

は
､

本

邦
に

探
p

最
も

重

大

な

る

政

治

問
題
と

な

り

し

が

麓
､

有
に

関
す

る

研

究

は

本
邦
に

於

け

訂
一

般
歴
史

家
の

好

摩
日

と

な
Ⅵ

う

徳
富
氏
の

｢

近

世

日

本
■囲
民

史
+

(

昭

和
四

年

刊

行
儀
ニ
ニ

十
二

編

神
奈
川

條
約

締
結

規

以

下

第

-
八

UlO

三

十

三
､

三

十

四
､

二

十

七
､

四
十

四
､

五

十

五

編

等
)

を

始
め

､

田

達

.
糞

｢

･
料

.

▲

紳

太
】

氏

著
｢

幕
末
外
交

談
+

ニ

明
治

三

十
一

年
)

田

保
橋

棄
民
｢

近
代
日

本

外

周
関
係

史
+

(

昭

和
五

年
)

､

本
庄
発
治

郎
博
士

薯

｢

幕
末
の

新
政

策
+

(

昭

和
十

年
十
+

月
)

､

徳

重

溝
吉

氏

著
｢

孝

明
天

皇

御

事
蹟
紀
+

(

昭

和
十

一

年

六

月

刊

行
)

､

史

拳

骨

型
且

五

十

年

記

念
と

し

て

公

刊

せ

ら

れ

た

る

｢

東

西

交

渉
史

論
+

(

昭

和
十

四

年
五

月
)

申
に

於
け

る

丸
山

文

革
士
の

｢

欧

米

諸

国
切

極

東

蓮

田

と

幕
末
に

於

け

る

我

貿

易
の

趨
勢
+

､

更
に

最
近

に

は

前

商

工

次

官
鶴

見

左

吉

雄

氏

著

｢

日
､

本
貿

易
史

網
+

(

昭

和
十

四

年
六

月
)

の

如
き

有
益

な

る

著

書
続
々

刊

行
せ

ら

れ
て

居
る

｡

伺
右
に

開
聯
し

明
治
十

七

年

四

月

外
務

書
記

官
記

録

局

長

渡
遽

活
基
監

督
の

下
に

編

纂
せ

ら
れ

た

る

｢

外
交
志

構
+

は
､

其
の

附

属
年

表
と

共

に

建
国
以

発

明
治

元

年
に

至

る

重

要
外
交

史

賓
を
正

確
に

記

述
せ

る

有
益

な

る

資
料
で

あ
る

｡

之
と

同

時
に

外
務

省
に

て

は

同

年
七

月

｢

締
盟

各
国

條
約

彙
纂
+

な

る

も
の

刊

行

し
､

安

政

條
約

以

衆
各
種
條
約
類

を

赦

未

し
､

続
い

て

陸

奥
條
約

改
正

後

明
治
三

十

二

年

｢

改

訂

健
約

彙
纂
+

を
､

喝
添
田

十
一

年

小

村
條
約

改

正

準
備
と

し

て

｢

再

訂

條
約

彙
纂
+

を
､

更
に

大
正

七

年

内
田

外
相

時

代
戦

後
條
約

改
正

に

賓
す

る

蔑

｢

大
正

廿

年

條
約

彙
纂
+

を

編
纂
刊

行
せ

る

一

軍

其

後
條
終

局
の

設

置
と

共
に

條
終

章
叢
刊

行
第

一

課

所

管
の

重

要

事

務
と

な

り
､

大
正

十

四

年
三

月
及

昭

和
十

一

年
六

月
に

現

行

保
約

彙
纂
を

､

大
正

一
三

年

三

月
及

大

正

十

五

年

六

月
に

支

部

関
係

語
條
約

彙
纂
を

､

昭

和
五

年
五
.
月
及

九

年

四

月
に

膏
倹
約

彙
纂
を

刊

行
せ

る

が
､

今

日
に

於
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恥l
ノ

■
I

∵

｢

棒

由

義
..
壷
七

巻

紫
野
故

､

.

て

は

後
三

者
を

見
れ

ぼ

本

邦
新
嘗
の

倹
約

圃
係
は

全

部
塀
際
で

あ

る
｡

外
国
史
に

て

は

米
国
国
務
省

よ

り

濁
年
襲

行
の

へ

へ

訂
胃
旦
0

岩
｡

邑
習

出
訂
】

島
0

冒
､

､

及

英

国
政

府
よ

り

鼓

行
せ

ら

る

1

｢

ス

テ

ー

ト
･

ペ

ー

パ

ユ

専
の

公

刊

書

冊
の

外
､

】

九
三

〇

年

J

名
声
】

蒜
針

登
竜
箋

碧
旨

よ

野

刊

布

夢
萱
出

藍
｡

ぎ
①

臼

冒

盲
r

P

著

貞
F

①

七
旦

e
-

①

J
O
ロ

コ
冒

-

○
地

相
○

弓
口

琴
ロ

a

H
弓
ユ
切

-

句
-

蒜
t

A
巨
①

ユ

2
日

0
0
ロ

芸
丁

の
①

ロ

?

岩
-

己
-

包

皆
ロ
2 .

瞥
①

→

t

O

J

名
P

ロ
､

､

一

九
三

一

年

米
国

堵
①

弓

H

葛
①

ロ
､

叫
巴
①

七

2 .

言
邑
t

叫

守
窪
よ

り

襲

刊
せ

ら
れ

た

る

句
･

P

J
O

ロ

窃
-

芦

A
･

著
h

由
生
り

邑
雫

邑
0

計
】

蕃
■
訂

J

名
賀

昌
包

t

F
①

岩
見
0

日

&
0

打
①

富
○

軍
曹
邑
t

ご

品

訂
､

冨

A

宣
託

昌
こ

00

詔
r
-
00

霊
㌧

二
九
三

七

年

e
邑

召
邑
首

O
h

宮
口

記
ヱ
七

p
ロ

訂

守
袋
田

よ

り

蕉

刊

せ

ら

れ

た

る

口
罵

召
出
-

墓
誌
〇

口

頭
〕

瓦
e
甘

薯
〈

へ

A
一

山

e

溜
i

ロ

ゴ
F
e

出

邑
-

A

慧
召

出

誉
○

昌
○
巾

J

名
賀

〉

狂

句
0

邑
習
-

邑
e

昌

墓
誌
e

､

､

の

如
き

は

甚
だ

有
益

な
る

資
料
で

あ
る

｡

研
つ

て

明
治

開
園
以

後
の

條
約
改
正

史
把

付
て

は

外
務
省
に

於
て

倹
約

改
正

に

関
す
る

文

書

を
公

刊

せ

ぎ

る

結

果

堺

婆
一

十

八

年

十

二

月
印
刷
の

陸

奥
外
相
の

自

叙
俸
た

る

賽
々

録
が

最
も

有
名

で

あ

り
､

又
､

岩
倉

､

副

島
､

外
藤

､

出

願
+

井
上

､

大

隈
､

桂
､

原

諸

侯
新

改
正

常
伊

藤
大

官
に

頼

･

嶺

付
各
勉

大

な
訂

停
記

類

が

刊

行
せ

ら

れ
､

其
の

申
に

條
約

改
正

に

関
す
る

事
項

相

常
多
く

記

載
せ

ら

れ

て

居
る

の

み

で

あ

る
｡

個

人
の

著

書
と

し

て

も
ー

般
明
治

時

代
の

外
交
政

溶

史
に

関
す
る

各
種
の

著
作
中

に

條
約
改

正

問
題
が

断
片

的
■に
記

載
せ

ら
れ

居
る

の

み

で

あ

る
｡

其
の

間
に

在
り

て

民

間
著
書
と

し

て

は

堺

望
一

十

二

年
陸

奥
倹
約

箕
施
の

際
刊

行
せ

ら

れ

た

る

恩
師

故

中

村
邁

年
博

■士

新
通

商
償
約

編
､

昭

和
十

二

年

五

月

慶
應
義
塾

経

済
史

拳

界
転
要

第
一

撃
明
治
初

期
経

済
史

研

究
+

及

深

谷
博
治

氏

著

｢

初

期
議
食

･

條
約
改

正
+

(

昭

和

十

五

年
二

月
刊

行
)

偲

る

話

者

作

は

参
考
と

な

る

ぺ

き

も
の

が

あ

る
｡

殊
に

後
者
は

其
の

内

容
を

井
上

､

大

隈
､

青
木

､

榎
本

､

陸

奥
時

代

を

通

じ
､

外
務

省
に

於
て

條
紛

改
正

事
務

を

管
掌
せ

ら

れ

た
る

蘭

政

務

局

長

中

田

敬

義
民

所

蔵
の

資
料
に

俵

壊
せ

ら
れ

た

る

も
の

と

認
遡

ら

る

ゝ

も

の

多
き
に

付
有
益
で

あ

る
｡

恭
れ

ど

も

本
邦
倹
約
改

正

.

史

を

外
交

､

法

律
､

経
済
上
の

見

地

よ

り

記
連

立

静
せ

る

も
の

は

絶
無
と

首
ふ

の

外
な

く
､

例
へ

ば

大
歳
省
保

護
の

下

に

明
治
三

十

六

年
】

月
完

成

を

見
た

る

｢

塀
治

財

政

史
+

の

如
き
十

五

番
の

大

部
に

上

る

大

田

放

な
る

も
､

静
秘

法

及

開
政

定
率
法
に
･
関
し

て

は
､

有
要
な

る

資
料
の

掲
載

少

く
､

優
に

明
治

四

年

岩
倉
特
沃

大

使
が

欧
米
に

次
遺
せ

ら

れ

た

る

際

向
年

十
一

月
大

蔵
省
よ

り

正

院
に

提
揖
し

た

る

海
関
稔

倍
鼻
息
込

署
､

斡
入

役

目

略
記

及

擬
定

帝
由
入

税

目

並
に

明
治
七

年

眉

月

租

耗

頭

租

方
正

義
､

租

枚

疎
音

畢
重

俊
よ

り

大

萩
卿

大

隈

重

信
宛
の

政

周

改

定
の

建
議
及

何
階

馬
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新

線

操
定

輸
入

秩

召
に

取
撤
す
る

も
の

だ

け
で

あ
る

｡

尤
も

右

建
麓
は

其

後
明

治
八

年
七

月
二

十

三

日

附

を

以
て

大

阪

大

蔵
卿
よ

り

寺
島
外
務
卿

宛

海
静

㌧
税
別

改
正

に

付
き
て

の

照

合
及

同
八

月
三

日

附

大

隈

大

承
卿
よ

り

太

政

大

臣
三

昧

賛
美
宛
海
関
政

如
改

正
の

儀
に

付
き
て

の

上

申
と

な

り
､

更
に

堺

■
治
十

年
二

月
六
日
士

【

壷
関
税

局

長
よ

り

大

隈

大
蔵
卿

宛

條
約

改
正

案
建
議

と

な

p
､

去
声

結

局

西

南
戦

役
後
に

於

け

る

政

府
嘗
局

財

政

上
の

逼
迫
に

停

ひ
､

.
嚢
忙

述
べ

た

る

囁
胎

十
二

年
の

粒

硬
同
復
を

目

的
と

す
る

寺
島

外

相
の

條
約

改

正

ボ

先
づ

試
み

ら

れ

た
の

で
▼
ぁ

る
｡

借
着

堺
治

財

政

史

申

に

寺

島
倹
約

改

正

が

成
功
し

た

る

暁
に

箕
施
せ

ら

れ

た

る

ぺ

き

輪
入

粒

目

草

案
を

記

載
し

居
る

は

注

目

す
る

に

足
る

｡

放
る

に

其

後
井
上

外
相

時

代
に

於

け

る

開
放
改

正

案
に

付
て

ほ

堺
溶

射
政

見

中

何

等

記

載
す
る

と

こ

ろ

が

な

い
｡

之
は

井
上

外
相
時

代
に

於
て

は

簡
殊
に

宵
す
る

問
題
は

勿
静
粛
法

典
編

纂
に

隣
す
る

事
項

す

ら

司

駄

省
及

元
老

院
よ

り

井
上

外
務

卿
主

宰
の

條
紛

改
正

香
員

骨
に

於
て

管
轄
す
る

こ

と
ゝ

な
り

た

る

麓
で

あ
る

｡

右

事

條
約

改
正

に

節
す
る

以

上
､

闘
溌

及

法

倒
に

関
す
る

事
項
七

錐
も

外
務

省

を

し
て

主

管
せ

し

む

る

こ

と

は

大

埋
に

於
て

其

後
も

大

隈
､

青
木

､

榎
本

､

陸
兵
時

代
を

藩
‡
せ

る

政

府
の

方

針
忙

し
て

､

喝
治

四
十

四

年
小

村
棟
約

改

正

に

於

て

も

此
の

方
針
の

下

に

関
税
定

率
法
の

改

正
､

外
国
人
土

地

所

有
棒
の

供
輿

､

永

代

借
地

樺
の

虎

分
､

沿

岸
貿

易
国
題
等

は

絶
て

小

村
外

710

蕗

大
臣

を

委
員
長

と

す

る

條
約

改

正

準
備
委

貞
骨
に

於
て

審
鼓
せ

ら

れ
た

､

斐

■.

く
∵

野
∵

鰍

の

で

あ

る
｡

之

が

籍
井
上

外
相
時

代

以

後
上

犯

倹
約
改

正

に

掬
す

る

法

典

編
纂
を

準
備
し

､

又

外
交

交

渉
上
の

顧
問
と

し

て

有
名

な

る

ボ

ア

ソ

ナ

ー

ド
(

彿
)

､

ジ

ー

ボ

ル

ド

忠
明
)

､

デ
ニ

リ

ン

菜
)

､

ル

ー

ド

ロ

フ

(

鴻
)

､

パ

テ
■ル

ノ

ス

ト

ロ

ー
(

伊
)

等
の

外
囲
汝
律
家

が

外
務

省
に

億
蒋
せ

ら

れ

た
の

で

あ

る
｡

而

し
て

是

等

外
囲
誇
大

象

は

宋
襲

表
な
る

も

條
約
改
正

問
題
に

関
す

る

幾
多

有
益

な

る

論
文

を

麹
し
て

居
る

の

で

あ
る

｡

牡
て

是

等

外
務

省
所
戚
の

條
約
改

正

に

関
す

る

書
親

を
こ

括
費

表
す
る

に

弗
ざ

れ

ば
､

明

治

開
園
以

後
に

於
け

る

倹
約

改

正

史

に

付
充
分
な

る

研

究

を

麓
す

を

得
な

い

の

で

あ

る
｡

∵

併
て

日

本
車

循

振
興

骨
に

於
て

は
､

外
務
省
調

査

部
の

協

力
を

得
て

昭

和
八

年

以

降
加
藤

､

静
水

､

山

川
､

山

田
､

立
､

静
博
士

等

を

委

員
上

す

る

明
治
立

法

資
料
編
纂
委

員

食
の

審
美
と

し

て

意
法

制
定
の

淵
源
と

な
り

た

る

静
法

令
と

共
に

外
務

省
の

断

裁
の

條
約
改

正

に

属
す

る

昏

猟

を
一

括

編
纂
公

刊

す
る

こ

と

を

企
て

､

既
に

昭

和
十

年

八

凡
其
の

一

着
手
と

し
て

｢

條
約
日

録
+

を

刊

行
し

爾
木
外
務

省
調

査

部
監

督
の

下

に

右

編
纂

事
業
は

嘩
行
せ

ら

れ

既
に

岩
倉
時

代
よ

り

陸

奥
條
約
時

代
に

至

る

迄
の

書
顛
の

整

理
､

編
纂
を

了

し
た

る

が

故
に

､

之
に

井
上

外
相
時

代
に

於

け

る

條
約
改

孟

合
議
議

事
鍍

及
一

般
條
約
改
正

交

渉
層
儲
を

阿

見
せ

し

め
､

約
七

巻
に

上

る

大

桶
纂

事
業
を

昭

和
十

大

年

産
中
に

は

完
成
す

.

ぺ

き

見

込

で

あ

り
､

其
の

中

解
一

巻
(

岩
倉

､

寺

島
時

代

を

収

録
)

は

少
く
と

も

本

年
三

月
迄

に

は

刊

行
し

得
べ

き

見

込
で

あ

る
｡

4 4 Ⅰ



ヤ
■
漉
..
親

藩
∴

泰
阜
巻
∵

琴
甲

準
一

O S

備
前

記

｢

條
約
改

正

関
係

大
日

本

外
交

史

蕃
+

刊

行
に

関
す

る

事
業

と

l

共
に

､

外
務

省

調
査

部
に

於

て
､

明
治
初

年

以

衆
の

重

要

外
交

文
書

を

包

含
す

る

｢

大

日

本
外
交

文

書
+

な

る

も
の

を

公

刊

し

始

埼
､

右

は

既
に

囁

漁
九

年

∵

月
は

り

同

年
十

二

見

末
蓬
の

分
を

包

含
す

る

欝
九

巻
造
刊
行
ナ

る

に

至
つ

た
｡

右
の

中

に

抹

明
治

初

年

以

後
に

於
て

安

政

條
鰍

糞
施
上

､

外

国
人

は

如

何

な

る

種

皮
に

造
日

本
の

行
政

督

察

揮
に

駁
す
る

や

安
政

條

約

囲
以

外
の

国
と

新
た

に

通

商
條
約

を

締
結

す
る

に

付
明
治
政

府
は

如

何

な

る

感

度
を

探
り

た
る

や

等

健
約

改

正

史
上

幾
多
有
益

な

る

更
科
を

包
含

し
て

居
る

｡

従
て

前

記

畢

街

振
興
骨
垂
貞
骨
編
纂
の

條
約

改
正

関
係

大
日

∴

本
外
交

史

菩
が

刊

行
せ

ら

む

ゝ

場

合
に

於
て

は
､

既
刊

外
務

省
調

査

部
編

纂
の

｢

大

日

本

外
交

文

書
+

と

併
せ

喝
治

開
園
以

後
健
約
改

正

交

渉
に

掬

す

る
一

切
の

封

外
事
情
を

明
瞭
に

す
る

を

得
べ

く
､

之

に

前

記

條
瀞
改

正

に

陶
係
せ

る

誇

大

官
の

停
記
瓶

衆

並

に

常
時
の

帝

国
議

合
議
専
政

､

新

開

雑
菰

記

事
専
を

参
府
す

る

時
は

倹
約
改

正

史

に

鞠
す

る
.
調

査

餅

究

が

充

分

な

る

を

得
る

こ

と

ゝ

恩

ふ
｡

〔

伸
考
〕

筆
者
は

塀
治

四

十

年

俸
給

改
正

に

掬
す

る

準
備
問
始
せ

ら
る

1

頃
､

外
務
省
に

入
り

､

先
づ

小

村
條
約

改
正

の

調
査

主

任
た

り

し

静

井

(

六

郎
)

領

事
の

下

に
､

韓
い

て

小

村

條
約
改
正

係
主

任
と

な

ら
れ

た

る
■
阿

部

(

尊

大

郎
)

参
事
官
の

下
に

條
約
改

正

及

其
調

査

に

関
す

る

事

務
に

閥

輿
t

大
正

元

年
之
が

完

成
を

見

る

と

共
に

米

国
衣
動
と

な
り

た

る

が
､

填
い

て

大
正

六

年

戦
時

戦

後
條
約

数
正

調

査
の

壊
再
び

本

省
に

呼

戻
き

れ

た

る

よ

り
■
以

来
大
正

十

四

年

蓬

外
務

本

省
に

於

て

内

田
､

放

井
､

幣
原
三

外
相
の

下

に

戦
時

戦

後
催
約

改
正

に

関
す

る

事
務

に

没

頭

す

る

こ

と
ゝ

七
つ

た
｡

是

等
の

陶
係
上

昭

和
七

年

帝
朝
後
前

記

拳

循

振

興
骨
委
員
と

し
て

條
紛

改
正

書

類

編
纂
事
業
に

■
開
興
す

る

と

こ

ろ

と

な

っ

た

が

昭

和
十

一

年

退

官
を

横
合
と

し

故
上

田

東

京

商
科

大
畢

長

よ

り

特

別
便

将
を

受

け
､

同

大

単
に

於
て

商
業
政

策
の

講

義
を

受

持
つ

と

共

に

同

大

畢

謝

査

部
の

事
業
と

⊥

て

本
邦
通
商
政

策
及

條
紆
史
の

編

纂
に

雷
る

こ

と

､

な

つ
ノ
た

｡

始
る

に

共

役
間
も

な
く

昭

和
十

二

年
日

支

事
攣

の

勃
聾
の

患
上

記

南

編

纂

童
に

溌

分
の

時
を

借
す
を

待
ず

､

常
に

故

上

田

畢

長
の

負
願
に

背
く

こ

と

多
大
な

る

を

遭

撼
と

せ

る

が
､

昨

年

九

月
以

後
幸
ひ

に

小

閑
を

得
た

る

に

よ

カ

免
づ

前

記

故

上

田

畢

長

よ

り

依

嘱
を

受

け

た

る

通

商
政

策
條
約

史
の

中
間
報
骨
と

も

見

る
ぺ

き

｢

本

邦

通
商
政

策
倹
約

史

概
論
+

な

る

も
の

の

編

纂
を

攻

纏

め

高

瀬

新

畢

長

造

之
を

振
出

し
､

同

時
に

去

る

二

月
之

を

公

刊

す
る

に

至

つ

た

が
､

同

時

に

目

下

右

蜃

術

振

興
倉
倹
約

関
係

書

類

編

纂
刊

行
の

推

進

員
と

な
つ

て

居

る

女

帝
で

あ
る

｡

二

六

二
ニ

･

三
)

(

川

島
億
太

郎
)
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